
 
 

事 務 連 絡  
平成 25 年 10 月 25 日  

 

 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 御中 

 

消 防 庁 予 防 課  

 

緩降機の設置に係る留意事項の送付について 

 

 標記について、別紙のとおり「緩降機の設置に係る留意事項について（通知）」

（平成 25年 10月 25日付け消防予第 414号）により、各都道府県消防防災主管

部長及び東京消防庁・各指定都市消防長あて通知を発出しました。 

つきましては、貴団体の会員に対しても、この旨周知していただきますよう

お願いいたします。 
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消 防 予 第 4 1 4 号   

平成 25年 10月 25日  

 

各都道府県消防防災主管部長 

東京消防庁・各指定都市消防長   

 

消 防 庁 予 防 課 長   

（ 公 印 省 略 ）  

 

緩降機の設置に係る留意事項について（通知） 

 

 避難器具の設置方法については、「避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準

の細目」（平成８年消防庁告示第２号。以下「２号告示」という。）に基準を示してい

るところですが、今般、緩降機の設置場所について疑義事項が生じたことから、その

考え方について下記１⑴に示すとともに、緩降機を設置する場合の一般的な留意事項

について下記のとおり取りまとめましたので、これらの事項に留意し、建物の設計者

等に周知並びに設置指導されるようお願いします。なお、下記事項については、建物

の計画に影響する内容であることから、消防同意時等の計画段階において、その種類、

設置場所等を確認されるようお願いします。 

 各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県管内の市町村（消防の

事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨周知されるようお願い

します。 

 なお、本通知は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 37条の規定に基づく助

言として発出するものであること並びに当該通知内容について、国土交通省、一般社

団法人日本建設業連合会、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会、公益社団法人

日本建築家協会及び公益社団法人日本建築士会連合会に対しても情報提供している

ことを申し添えます。 

 

記 

 

１ 設置場所について 

⑴ 降下者の身体的安定等を考慮し、２号告示では、「緩降機は、使用の際、壁面

からロープの中心までの距離が 0.15 メートル以上 0.3 メートル以下となるよう

に設ける」こととされているが、この「壁面」は、全く開口部を有しない壁面で

あることまで求めているものではないことから、バルコニー等の部分についても、

壁面のない部分の状況が緩降機での降下に支障を生じないものと判断できる場

殿 

別紙 



 
合にあっては、壁面として取り扱って差し支えないものであること（２号告示第

３第２号⑶関係）。 

 ⑵ 降下空間（緩降機を中心とした半径 0.5メートルの円柱形に包含される範囲以

上の空間をいう。以下同じ。）及び避難空地については、原則他の緩降機と共用

することなく単独で設けるものであるが、やむを得ない理由により共用する場合

にあっては、器具相互の中心を 0.5 メートルまで近接させることができること。 

なお、降下空間については、建築確認申請書等には、建物の外部に設置される

看板や樋等までは記載されないことも想定されることから留意されること（２号

告示第３第２号⑶関係）。 

 ⑶ 降下空間と架空電線との間隔は 1.2メートル以上とするとともに、緩降機の上

端と架空電線との間隔は２メートル以上とすること（２号告示第３第１号⑴ヌ関

係）。 

⑷ 避難空地は、降下空間の水平投影面積以上の面積とし、当該避難空地には、当

該避難空地の最大幅員（１メートルを超えるものにあっては、１メートルとする

こと。）以上で、かつ、避難上の安全性が確保されている避難通路が設けられて

いること（２号告示第３第１号⑴ヘ及びト関係）。 

２ 取付部について 

⑴ 緩降機を取り付ける部分の開口部の大きさ及び操作面積については、一定の大

きさを確保し、さらに当該開口部の下端については、床面から 1.2メートル以下

とすること（２号告示第３第１号⑴イ及びニ並びに第２号⑴関係）。 

 ⑵ 緩降機を取り付ける部分の開口部の床面からの高さが0.5メートル以上の場合

は、有効に避難できるように固定又は半固定のステップ等を設けること（２号告

示第３第２号⑵関係）。 

⑶ 緩降機を取り付ける部分の開口部に窓、扉等が設けられる場合にあっては、ス

トッパー等を設け、窓及び扉等が緩降機の使用中に閉鎖しない措置を講ずること

（２号告示第３第１号⑴ハ関係）。 

３ 取付方法について 

  避難器具を取り付ける固定部には、一定の強度が求められることから木造部分へ

の取り付けを避けたり、取付け具を固定するには、一定の強度を有する金属拡張ア

ンカーで施工する必要がある等、避難器具を取り付ける固定部の強度、取付け具の

構造及び強度、取付け具を固定する場合の工法等については、一定の基準が定めら

れていることから留意されること（２号告示第８関係）。 
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